
補足資料９　請求日変更オペレーション

以下、レンタルの売上の請求月を変更する場合の各オペレーション例をご紹介します。

１．返却売上の請求月を変更する方法
例）　６月１日から日極レンタル開始した商品を７月２日に返却したとします。
その７月１日～２日の返却売上分を６月の請求に含める場合の処理を説明します。

①以下の処理までが完了しているとします。
・受注入力　→　出荷　→　６月末の請求締切

②７月２日で返却処理をします。

③　返却で作成された売上を修正で開き、売上日と請求締め日を６月３０日に変更して更新します。

④　６月３０日で請求締切します。

⑤　請求書発行すると、以下のように６月で７月分の返却も請求されます。

返却売上を翌月請求にずらす場合も同様です。
返却売上を修正で開き、売上日と請求締日を翌月に変更すれば対応できます。

売上日と締日を６月末にしま

す。



２．前月請求期間の売上を翌月請求に合算する方法

例）　５月３０日から日極レンタル開始した商品の５月３０日～３１日の売上分を６月の請求に含めたい場合の処理を
説明します。

①以下の処理までが完了しているとします。
・受注入力　→　出荷　→　５月末の請求締切、請求書発行

②　請求締切（継続処理）で作成された継続の売上伝票を修正で開き、売上日と請求締日を６月３０日に変更し更新します。

③　５月末で再度請求締切を行います。これにて上記売上は５月請求より除外されます。

④　６月には、通常通り６月末の請求締切を行います。

⑤　請求書発行すると、以下のように６月で５月分の請求期間の伝票も請求されています。

売上日と締日を６月末にしま

す。



３．前月売上忘れ分を翌月請求に合算する方法

例）　５月３０日からレンタル開始した商品を入力し忘れた状態で５月の請求が締められたとします。
その５月３０日～３１日の売上分を６月の請求に後から含める場合の処理を説明します。

①以下の処理までが完了しているとします。
・５月末の請求締切、請求書発行

②　入力が漏れていた５月３０日からの受注・出荷を処理します。

③　５月末で請求締切（継続伝票作成）します。

④　請求締切（継続処理）で作成された売上を修正で開き、売上日と請求締日を６月３０日に変更して更新します。

⑤　５月末で再度請求締切を行います。これにて上記売上は５月請求より除外されます。

⑥　６月には、通常通り６月末の請求締切を行います。

⑦　請求書発行すると、以下のように６月で５月分の請求期間の伝票も請求されています。

売上日と締日を６月末にしま

す。



４．前月発生した補償料のみを翌月請求に合算する方法

例）　６月１日からレンタル開始した商品であるが、補償料は商品を出荷した５月３１日から発生し、
その補償料の請求（１日分）を６月請求に合算したい場合の処理を説明します。

①　以下の処理までが完了しているとします。
・５月末の請求締切、請求書発行

②　５月３１日からの補償料のみの受注・出荷を処理します。
このとき、レンタル単価は￥０とします。定額補償料設定の場合、補償料単価を入力します。

③　５月末で請求締切（継続伝票作成）します。

④　請求締切（継続処理）で作成された売上を修正で開き、売上日と請求締日を６月３０日に変更して更新します。
定率補償料設定の場合、補償料金額を手入力で指定してください。

⑤　５月末で再度請求締切を行います。これにて上記の補償料売上は５月請求より除外されます。

⑥　次に元の受注伝票を修正で開き、レンタルの単価をセットします。
これにより、６月の継続分からはレンタル単価が設定されます。

レンタル品の単価は￥０にし

ます。

売上日と締日を６月末にしま

す。

レンタル品の単価を指定しま

す。



⑦　通常通り６月末の請求締切を行います。

⑧　請求書発行すると、以下のように６月で５月分の補償料１日分も請求されています。
また、６月１日からはレンタル売上も計上されています。


